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「第32回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正（追加）について 

 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 

さて、当社「第 32回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に誤りがございましたの

で、お詫び申しあげますとともに、下記のとおり訂正（追加）させていただきます。 

敬具 

記 
 
 

1.「第 32回定時株主総会招集ご通知」35 ページ 

（1）訂正箇所 

５．会計監査人に関する事項 (2)報酬等の額  

② 当社が支払うべき公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務） 

に係る報酬等の額 
 

（2）訂正内容（訂正内容は、下線にて表示しております。） 

（訂正前） 

支払額 

－千円 

 
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商

品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的に
も区分できませんので、上記①の金額にはこれらの合計額を記載しておりま
す。 

 
２．当社監査役会は、(公社)日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に

関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況、及び
報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等に
ついて同意しております。 

 

（訂正後） 

支払額 

550千円 

 
  



 
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商

品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的に
も区分できませんので、上記①の金額にはこれらの合計額を記載しておりま
す。 

 
２．当社監査役会は、(公社)日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に

関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況、及び
報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等に
ついて同意しております。 

 
３．非監査業務に基づく報酬は、「収益認識基準に関する会計基準」に係る助言

業務に対する報酬であります。 
 
 

以上 


